
茨城県副業・兼業人材活用促進補助金 交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、県内事業者における人材確保の取組を支援し、副業・兼業人材の活用の促進を

図るため、県内事業者が行う副業・兼業人材の活用に要する経費に対し、予算の範囲内におい

て補助金を交付する。 

 

（補助金の交付） 

第２条 この要綱は、茨城県補助金等交付規則（昭和 36 年茨城県規則第 67 号。以下「規則」と

いう。）のほか、茨城県副業・兼業人材活用促進補助金（以下「県補助金」という。）の交付に関

し必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱における用語は、次の各号に定めるところによる。 

(1) プロフェッショナル人材 

専門的な技術や免許資格、知識や技能を有し、新たな商品・サービスの開発、その販路の開拓

や個々のサービスの生産性向上などの具体的な取組を通じて、企業の成長戦略を具現化してい

く人材であって、主たる活動拠点、居住地を日本国内に有する者をいう。 

(2) 副業・兼業人材 

(1)の要件を満たし、かつ契約に基づき職務や期間を限定して仕事を行う者をいう。 

 

（補助対象事業者） 

第４条 県補助金の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす事業者とする。 

(1) 県内に事業所を有する事業者のうち、「茨城県プロフェッショナル人材戦略拠点（以下「プ

ロ人材拠点」という。）」を通じて、企業の生産性向上や経営課題解決のために国内在住の副

業・兼業人材の活用に要する報酬・移動費・紹介手数料を負担した者であること。 

(2)  県内に事業所を有する事業者のうち、プロ人材拠点を通じて、過去に副業・兼業人材の活

用を行ったことがない者であること。 

(3) 茨城県税に未納がないこと。 

(4) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下

「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）で

あると認められる事業者でないこと。 

(5) 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が

経営に実質的に関与していると認められる事業者でないこと。 

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）に規定す

る接待飲食等営業（料亭を除く。）及び性風俗関連特殊営業又はこれらの営業を受託して営業

を行う事業者でないこと。 

(7) その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。 

 

 



（補助金の交付対象及び補助額） 

第５条 県補助金の交付の対象となる経費、補助率及び補助額は、別表１のとおりとする。 

 

（補助金の交付の申請） 

第６条 県補助金の交付を受けようとする事業者は、茨城県副業・兼業人材活用促進補助金交付

申請書（様式第１号）（以下「申請書」という。）に次の各号に掲げる書類を添付し、県補助金

の交付を受けようとする年度の１月31日までに知事に提出しなければならない。 

２ 前項の補助金交付申請書に添付する書類は次のとおりとする。 

(1) 事業計画書（様式第１号別紙１） 

(2) 収支予算書（様式第１号別紙２） 

(3) 誓約書（様式第１号別紙３） 

(4) 副業・兼業人材活用に係る契約書（雇用契約書、委託契約書等）の写し 

(5) 副業・兼業人材の履歴書及び住所確認ができる書類（自動車運転免許証や住民票の写し等） 

(6) その他知事が必要と認める書類 

 

（交付の決定等） 

第７条 知事は、前条による申請を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、茨

城県副業・兼業人材活用促進補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するも

のとする。 

２ 知事は、県補助金の交付目的を達成するために必要と認めるときは、補助金の交付にあたり

条件を付することができる。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 第６条による申請を行った事業者は、当該申請を取り下げようとするときは、前条の規

定による通知を受領した日から速やかに茨城県副業・兼業人材活用促進補助金交付申請取下届

出書（様式第３号）を知事に提出しなければならない。 

 

（補助事業の変更、中止又は廃止） 

第９条 交付の決定を受け補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は、次の各号に掲げ

る場合には、速やかに茨城県副業・兼業人材活用促進補助金変更交付（中止・廃止）申請書（様

式第４号）を知事に提出し、その承認を得なければならない。 

なお、変更交付申請については、補助対象事業費が増額となった場合でも、当初の交付決定額

を上限とする。 

(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。 

(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。 

２ 知事は、前項の承認をする場合において、必要に応じ条件を付し、又はこれを変更すること

ができる。 

３ 知事は、第１項の承認を行った場合は、茨城県副業・兼業人材活用促進補助金変更承認（中

止・廃止）通知書（様式第５号）又は茨城県副業・兼業人材活用促進補助金変更交付決定（中

止・廃止）通知書（様式第６号）により補助事業者に通知するものとする。 



 

（実績報告書の提出） 

第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は県補助金の交付を受け

ようとする年度の２月15日のいずれか早い日までに、茨城県副業・兼業人材活用促進補助金実

績報告書（様式第７号）に次の各号に掲げる書類を添付し、知事に提出しなければならない。 

(1) 事業実績書（様式第７号別紙１） 

(2) 収支精算書（様式第７号別紙２） 

(3) 別表２に定める補助対象経費を支払ったことを証する書類の写し 

(4) その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定） 

第11条 知事は、補助事業者から実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助事業の

実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付

すべき補助金の額を確定し、茨城県副業・兼業人材活用促進補助金額の確定通知書（様式第８

号）により通知するものとする。 

 

（補助金の支払い） 

第12条 知事は、前条の規定に基づき交付すべき補助金の額を確定した後、補助事業者に対して

精算払いを行うものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第13条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、県補助金の交付

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) その他法令又は本要綱に基づく知事の処分若しくは指示に違反したとき。 

(2) 知事が提出を求める書類等を期限内に提出しないなど、補助事業に関して、怠慢と認めら

れる行為を行ったとき。 

(3) 県補助金を補助事業以外の用途に使用したとき、又は交付決定の内容やこれに付された条

件に違反したとき。 

(4) 補助事業や提出書類等に虚偽その他不正の行為があったとき。 

(5) 交付決定後生じた事情の変更等で、補助事業の全部又は一部を継続することができないと

判断したとき。 

 

（補助金の返還） 

第14条 知事は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、

既に県補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。 

 

（補助金の経理） 

第15条 県補助金の交付を受けた事業者は、補助事業の収支に関する帳簿及び関係書類につい

て、支給を受けた日の属する年度の終了後５年間保管しなければならない。 

 



（帳簿書類の検査等） 

第16条 知事は、本事業の適正かつ円滑な実施を図るため、必要に応じて補助事業者に報告を求

め、本補助事業に係る帳簿及び証拠書類、その他県補助金の実施に関する必要な書類や物件を

検査できるものとする。 

 

（その他） 

第17条 この要綱に定めるもののほか、県補助金の実施に関して必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年５月 12日から施行する。 

附 則 

この要綱を一部改正し、令和７年６月 12日から施行する。 

附 則 

この要綱を一部改正し、令和７年９月４日から施行する。 

附 則 

この要綱を一部改正し、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

  



別表１ 

区 分 補 助 対 象 経 費 

(1) 報 酬 副業・兼業人材に支払った報酬。 

(2) 移動費 

① 交通費 

副業・兼業人材が、補助事業者の業務に従事するため、居住地から就業

地まで公共交通機関で移動する際の交通費。 

交通費の算定については、経済的かつ合理的な経路及び方法によって移

動した場合の費用を上限額とし、往路、復路をそれぞれ対象とする。 

 

② 宿泊費 

副業・兼業人材が、補助事業者の業務に従事するため、就業地で宿泊す

る際の宿泊費。 

宿泊費の算定については、職員の旅費及び費用弁償に関する条例に準ず

るものとする。ただし、実際に要した額が条例に規定する宿泊料を超えな

い場合は、その額とする。 

(3) 紹介手数料 
補助事業者が人材の活用に伴い民間人材ビジネス事業者に支払った経費

のうち、人材紹介に要した手数料。 

補 助 率 10分の８ 

補助限度額 

補助上限額 50万円 

（上記(1)、(2)、(3)の合計） 

※算出された補助金に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て

るものとする。 

そ の 他 

・補助対象期間は、交付決定日から交付決定日の属する年度の２月 15 日ま

での期間とする。 

・補助対象経費は、補助金の交付決定のあった日の属する年度の２月 15

日までに補助事業者が支払いを完了したものに限る。 

・副業・兼業人材との契約期間については、６か月を上限とし、交付決定日

の属する年度の２月 15日までに契約期間が終了するものに限る。 

・同時に複数人の副業・兼業の活用を開始した場合は、その中の１人分のみ

を補助対象とする。 

・補助対象経費は、消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額とする。 

 

別表２ 

区 分 提 出 書 類 一 覧 

報 酬 ① 報酬を支払ったことを証する書類（振込依頼書・領収書の写し等） 

移 動 費 ① 交通費等を支払ったことを証する書類（領収書の写し等） 

紹介手数料 
① 人材紹介手数料請求書の写し 

② 人材紹介手数料の納付が確認できるもの（領収書の写し等） 


